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ハローワーク就労相談
　ひとり親に適した、身近で最新の求人情報が得ら
れます。
日時　８月10日（火）（毎月第２火曜日開催）
　午前10時30分～午後３時30分（1人40分程度）
予約受け付け　
　子育て応援課子育て応援担当（１階⑥番窓口）
ひとり親ほっとサロン
　ひとり親同士でゆっくりお話しませんか。母子・
父子自立支援員が同席します。小さいお子さんも一
緒に参加できます。
日時　８月13日（金）
　①午前10時～正午　②午後１時～３時
※予約時に①、②のどちらかを指定ください。
人数　５人
予約受け付け
　子育て応援課子育て応援担当（１階⑥番窓口）
ひとり親家庭ふらっと相談室
　母子・父子自立支援員が、日頃気になることや相
談などのお話を伺います。相談以外のことでも構い
ません。お気軽にご利用ください。
日時　８月17日（火）（毎月第３火曜日開催）
　午前９時30分～正午
予約受け付け　
　子育て応援課子育て応援担当（１階⑥番窓口）

ひとり親家庭就業相談
　仕事に関わる相談（適職、転職、就職など）を埼玉
県西部福祉事務所の就業支援専門員が相談に応じま
す。
日時　８月20日（金）
　午前10時～午後４時　（１人40分程度）
予約受け付け
　埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当
　☎049－283－6780
ひとり親家庭貸付相談
　子どもの高校や大学等の進学資金などの貸付につ
いて、埼玉県西部福祉事務所の母子・父子自立支援
員が相談に応じます。
日時　８月23日（月）
　午前10時～午後４時（１人40分程度）
予約受け付け
　埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当
　☎049－283－6780
問い合わせ　
〇子育て応援課子育て応援担当（１階⑥番窓口）
〇埼玉県西部福祉事務所地域福祉担当
　☎049－283－6780

　全て事前予約制で、会場は市役所内です。
※相談は随時受け付けています

期日 時間 内容
10月31日（日）

午前10時
　～正午

子どもとの向き合い方
11月７日（日） ストレスとうまく付き合う

11月21日（日） 対人関係が楽になる
コミュニケーションのコツ

特別児童扶養手当
　精神または身体に一定の障がいのある20歳未満
の児童を育てている人に支給されます。
　ただし、次のような場合には手当を受けることが
できませんので、注意してください。
○�申請する人や児童が日本国内に住所を有しないと
き

○児童が児童福祉施設等に入所しているとき
○�児童が障がいによる公的年金を受けることができ
るとき

支�給月と月額手当額
　�１年に３回、４月（12～３月分）、８月（４～７月
分）、11月（８～11月分）に支給されます。

〇１級：５万2,500円
〇２級：３万4,970円
申�請手続き
　�障がいの状態によって提出する書類が変わります。
詳しくは、お問い合わせください。

現�在、認定されている人へ
　毎年８月に所得状況届を提出する必要があります。
支給要件を確認するための大切な手続きです。提出
しない場合、支給が差し止められます。なお、受給
者には７月下旬に個別にお知らせを送付しています。

問い合わせ　子育て応援課子育て応援担当（１階⑥番窓口）

　所得制限額内にある父子または母子家庭、父また
は母が一定の障がいの状態にある家庭、または養育
者に支給される手当で、児童が18歳になる年の年
度末まで受けることができます。
※児童が一定の障がいの状態にある場合は、20歳
までとなります。
手�当を受けられる人
　次のいずれかに該当する児童を育てている父、母
または養育者
○父母が離婚した児童
○父または母が死亡した児童
○父または母が一定の障がいの状態にある児童
○父または母が生死不明である児童
○父または母に１年以上遺棄されている児童
○�父または母が裁判所からDV（ドメスティックバ
イオレンス）防止法の保護命令を受けた児童

〇�父または母が法令により１年以上拘禁されている
児童

○�母が婚姻によらないで産まれた児童
手当を受けられない場合
○�申請する人や児童が日本国内に住所を有しないと
き

○児童が児童福祉施設等に入所しているとき
○�婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同
様の状況にあるとき

児童の人数 全部支給 一部支給
（所得に応じて決定）

１人の場合 ４万3,160円 ４万3,150円
～１万180円

２人目加算額 １万190円 １万180円～5,100円
３人目以降
加算額 6,110円 6,100円～3,060円

必�要書類等
〇申請する人と児童の戸籍謄本
〇通帳（申請する人の名義）
〇�申請する人と児童の健康保険被保険者証（ひとり
親家庭等医療費支給制度の申請に使用）
※離婚した人は離婚届受理証明書で仮受付ができま
す。
※その他、状況により必要な書類があります。
支�給月と月額手当額
　�令和３年度の支給は、５月（３月・４月分）、７月
（５月・６月分）、９月（７月・８月分）、11月（９月・
10月分）、１月（11月・12月分）、３月（１月・２
月分）の６回となります。

児童扶養手当

現在、認定されている人へ
　毎年８月に現況届を提出する必要があります。支
給要件を確認するための大切な手続きです。提出し
ない場合、支給が差し止められます。なお、受給者
には７月下旬に個別にお知らせを送付しています。

　「子どもも、そしてあなた自身も大切にする」講座を開催します。子育てだけでなく、周囲との関係につ
いても、コミュニケーションのコツを学んで、心を楽にしてみませんか。

対�象　子どもの発達や行動が気になるなど、子育て
に悩んでいる親（市内在住、小学生以下の子ども
の保護者）

人数　10人（申し込み順）
講師　市保健師
費用　無料

持�ち物　筆記用具、飲み物
申�し込み　10月10日（日）までに、電話またはFAX
で下記へ
※住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、子どもの年齢、
応募動機をご記入ください。
場所・問い合わせ　
　�子育て総合支援センター
ぬくぬく
　☎985－8020
　 �985－8030
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